
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
政
府
は
、
各
薬
害
被
害
者
団
体
の
意
見
を
重
く
受
け
止
め
、
そ
の
権
限
に
お
い
て
独
立
性
、
機
動
性
が
確
保
さ
れ
、
専
門

性
を
有
し
、
国
民
の
理
解
に
基
づ
く
医
薬
品
の
安
全
な
使
用
等
に
資
す
る
第
三
者
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討

を
行
う
こ
と
。

二
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
被
験
者
自
身
の
安
全
の
確
保
は
も
と
よ
り
、
研
究
の
着
実
な
推
進
と
公
正
さ
の
確
保

の
観
点
か
ら
も
、
被
験
者
保
護
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
験
者
保
護
の
実
効
性
の
確
保
に
つ
い

て
、
関
連
指
針
の
遵
守
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
法
制
化
の
必
要
性
を
含
め
た
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


